


再確認し、
朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)のあらゆる核兵器及び全射程の弾道ミサイルの完全かつ検証可

能で不可逆的な解体を達成するための、米国大統領と朝鮮労働党委員長との会談を含む昨今の外交
努力を歓迎し、

異なる世代、地域、性別を包含する軍縮・不拡散教育が、核兵器のない世界の達成に向けた努力を
下支えすると共に機運を高めることに留意し、

核兵器使用による壊滅的な人道上の結末を認識し、
政治指導者や若者らによる広島と長崎への訪問を歓迎し、
信頼醸成を通じた具体的な核軍縮措置を促進するためには、国際社会が直ちに共同で行動し未来

志向の対話を行う必要があることを再確認し、

1．NPTの全締約国が、国際的緊張の緩和、及び締約国と国際的な核不拡散体制との信頼の強化など
を通じて核兵器廃絶という究極目標に献身していること、また、核兵器のない世界の実現に向けて、
同条約の6条を含むあらゆる側面における完全かつ着実な履行に献身していることを、再確認する。

2．NPTの全締約国に対し、2020年再検討会議に向けて上記の約束を実践するための具体的方策を
定めるよう呼びかける。

3．共同の行動方針として、とりわけ以下を奨励する。
(a) すべての国、とりわけ核兵器国は、直ちに透明性と相互の信頼を高めるための具体的措置を取

ること。そこには例えば、NPTの履行状況に関する頻繁かつ詳細な報告を行い、それらの報告に
ついて討議する機会を提供することなどが含まれる。

(b) すべての核保有国は、誤算または誤解による核爆発のリスクを低減するための方策を講じること。
(c) すべての国が、核兵器その他の核爆発装置向けの核分裂性物質の生産を禁止する条約の交渉

を開始するため、直ちにあらゆる努力をすること。そこには、核兵器その他の核爆発装置に使わ
れる核分裂性物質の生産にモラトリアムを宣言し維持すること、及び、軍縮会議において実質的
議論を深めることも含まれる。

(d) 包括的核実験禁止条約の付属文書2における残り8か国を含め、すべての国が、包括的核実験
禁止条約の署名及び批准のため、直ちにあらゆる努力をすること。そこには、核兵器の爆発実験
その他の核爆発に関して現在進行中のすべてのモラトリアムを維持すると共に、それを行う政
治的意志を表明することや、包括的核実験禁止条約機関を継続的に支援することなども含まれる。

(e) すべての国が、国連や軍縮会議における、また、核軍縮検証のための国際パートナーシップの
枠組みの中での具体的な取り組みを通じて、核軍縮検証についての実際的な貢献を継続すること。

(f) すべての国が、軍縮・不拡散教育の取り組み、とりわけ、若い世代が積極的に関与できる核兵器
の使用がもたらす現実への意識啓発を行うこと。これは特に、自らの経験を将来の世代に伝える
被爆者（核兵器の使用に苦しんだ人々）を含むコミュニティや人々との交流や、政治指導者や若
者をはじめとする人々による訪問などを通じてなされる。

4．さらに、核軍縮の進展に向けて未来志向の対話を促進するため、以下を奨励する。
(a) 核兵器国は、NPTの再検討会議や準備委員会、軍縮会議、国連総会第一委員会といった国際的

議論の場において、核政策やドクトリンを明確に打ち出すこと。そして、そうした核政策やドク
トリンに基づき、すべての国が双方向的な議論を行うこと。

(b) すべての国が、軍備管理、軍縮、不拡散に科学技術の発展が及ぼしうる影響について対話を行
うこと。

(c) すべての国が、核軍縮と安全保障の関係について率直な意見交換を行うこと。
5．国際的な核不拡散体制の強化、ならびに、関連する安保理決議に基づきDPRKのすべての核兵器、

全射程の弾道ミサイル、及び関連の核・弾道ミサイル計画の完全かつ検証可能で不可逆的な廃棄
の達成に対する約束を再確認すると共に、関連するすべての安保理決議の完全履行に対しすべて
の国が責任を負うことを再確認し、DPRKに対し、国際原子力機関の保障措置の遵守を含めNPT 
の完全な遵守に早期に復帰するよう求める。
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6．第75会期の暫定議題として、「全面的かつ完全な軍縮」と題する項目の下に「核兵器のない世界
に向けた共同の行動方針と未来志向の対話」という小項目を含めることを決定する。

共同提案国：アンゴラ、オーストラリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、中央アフリカ共和国、コモロ、クロアチア、チェ

コ、ドミニカ共和国、エストニア、フィンランド、ジョージア、ギリシャ、ハイチ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、

日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マラウイ、マーシャル諸島、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ニカラ

グア、北マケドニア、ノルウェー、パラオ、パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セイシェル、スロバキア、

スロベニア、スペイン、スウェーデン、ツバル、アラブ首長国連邦、英国、バヌアツ。

追加の共同提案国：アルバニア、アンドラ、デンマーク、赤道ギニア、ドイツ、ホンジュラス、ミクロネシア（連邦）、

パナマ、パプアニューギニア、シンガポール、トルコ、ウルグアイ。

出典：国連軍縮局HP
https://undocs.org/en/A/RES/74/63
アクセス日：2020年3月15日

第
２
章

7979

第
２
章
◉
核
軍
縮
・
不
拡
散
：
国
連
な
ど
多
国
間
会
議




